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事業目的

東日本大震災により店舗営業ができなくなった又は営業困難になっている事業者は、営
業再開を目指すものの目処が立たない状況である このような事業主（店舗）に対し 営業再開を目指すものの目処が立たない状況である。このような事業主（店舗）に対し、営
業再開の足場作り、地元で親しまれている「食文化」、そして経済的に少しでも貢献できる
ような支援を展開する。

事業概要

（１）事業の内容
①店舗支援

・応募のあった店舗に対し観光物産館のイベントゾーンに出店いただく。
（出店は期間限定とする）（出店は期間限定とする）

②避難者支援
・地元店舗の復活をチラシ等で広く告知し、近隣周辺へ避難されているご当地の
方々に来館いただき、地元の味を楽しんでいただく。
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（２）事業の対象
①地域

・津波災害被災地域
（県内沿岸部）

・原発災害被災地域原発災害被災地域
（福島第一原発よりおおよそ３０ｋｍ圏内及び計画的避難区域）

②事業者（店舗）
・現在避難していて店舗営業ができない。
・店舗営業は可能だが、人口の激減で運営が困難。
・営業再開したい事業者（店舗）。

③商品
・イベントゾーンで実演販売ができる商品イベントゾ ンで実演販売ができる商品。

（３）出店条件
①必要な食材を自社調達できること。
② び②食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法その他関係法令に定

める規定に違反していない事業者（店舗）
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（４）助成措置
①出店料

・初回出展時は不要（以降は有償）
②調理備品

・厨房機器 調理器具 食器類の無償貸与 （但し 種類・数量に限りがあります）厨房機器、調理器具、食器類の無償貸与。（但し、種類 数量に限りがあります）
③販売応援

・物産館スタッフが１名販売応援します。

（３）事業実施期間 平成２４年３月３１日まで
①告知 平成２３年１１月１４日 ～
②募集受付期間 平成２３年１１月１４日 ～ 平成２４年２月２８日

（第1次募集） 平成２３年１１月１４日 ～ １２月１５日（第1次募集） 平成２３年１１月１４日 １２月１５日
③出店 平成２３年１１月１４日 ～ （要調整）
④営業期間 ・日程 期間はおおよそ１週間 日程は別途調整

事業の形態

別紙「被災地店舗応援フェア」事業フローチャートのとおり
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「被災地店舗応援フェア」
事業フローチャート事業フロ チャ ト

告知 出店申込み 事務局ヒアリング 出店

告知資料作成

・出店概要確認
概要は物産館
の「イベ ト

・イートインコー
ナー出店が可
能か判断

・規定に基づく衛
生的な対応

・告知資料作成
し県内市町村
マスコミ各社を
通じて広く告知

の「イベント
ゾーンへの出
展」 規定を基
本とする

能か判断

・日程、期間の
調整

・備品（食器類、
調理器具類）
の無償貸与
売応援・販売応援

・マスコミへの
取材依頼

：参加事業者対応
：産品振興課対応
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